
07322_福島県大玉村_物価交付金r5補正以降_r5_2_修正用.xlsx

物価_2

（単位：千円）

電話番号 既配分額
国のR5補正予算分（推奨事業メニュー分）　交付限度額①

メールアドレス 既配分額
国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　給付費　交付限度額②

既配分額
国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　事務費　交付限度額③

既配分額
国のR5予備費分（給付金・定額減税一体支援枠分）　給付費　交付限度額④

既配分額
国のR5予備費分（給付金・定額減税一体支援枠分）　事務費

交付限度額⑤

既配分額
国のR5予備費分（給付支援サービス分）　交付限度額⑥

今回配分予定額
国のR5補正予算分（推奨事業メニュー分）　交付限度額①

今回配分予定額
国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　給付費　交付限度額②

今回配分予定額
国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　事務費　交付限度額③

今回配分予定額
国のR5予備費分（給付金・定額減税一体支援枠分）　給付費　交付限度額④

今回配分予定額
国のR5予備費分（給付金・定額減税一体支援枠分）　事務費

交付限度額⑤

今回配分予定額
国のR5予備費分（給付支援サービス分）　交付限度額⑥

配分予定額計
国のR5補正予算分（推奨事業メニュー分）　交付限度額①

配分予定額計
国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　給付費　交付限度額②

配分予定額計
国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　事務費　交付限度額③

配分予定額計
国のR5予備費分（給付金・定額減税一体支援枠分）　給付費　交付限度額④

配分予定額計
国のR5予備費分（給付金・定額減税一体支援枠分）　事務費

交付限度額⑤

配分予定額計
国のR5予備費分（給付支援サービス分）　交付限度額⑥

配分予定額計

移替先

Ａ

Ｂ１ Ｂ４

交付対象経費

国のR5補正予算分
（交付限度額①）
（推奨事業メニュー

分）

国のR5補正予算分
（交付限度額②）

（低所得世帯支援枠分）
給付費

国のR5補正予算分
（交付限度額③）

（低所得世帯支援枠分）
事務費

国のR5予備費
（交付限度額④）

（給付金・定額減税一
体支援枠分）　給付費

国のR5予備費
（交付限度額⑤）

（給付金・定額減税一
体支援枠分）　事務費

国のR5予備費
（交付限度額⑥）
（給付支援サービス

分）

その他
（一般財源や補助対象

外経費等）

合計  88,938  88,938  24,580  35,000 918 28,000 440 - - 

住民税均等割非課税世帯へ
の支援

（低所得枠）
1 R5_補正 低所得 ○ ○ ○

令和5年度大玉村電力・ガス・
食料品等価格高騰重支援給
付金給付事業【物価高騰対策

給付金】

Ⅰ．物価高から国
民生活を守る

○ － 35,918 35,918 - 35,000 918 - - - - 

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うこと
で、低所得の方々の生活を維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費
③給付金額　　R５年度分の住民税非課税世帯　500世
帯×70千円
事務費　　918千円
事務費の内容　　[需用費（事務用品等）　役務費（郵送
料等）　業務委託料　人件費　として支出]
④R５年度分の住民税非課税世帯　（500世帯）

－ ○ － R6.1 R6.3 対象世帯に対して令和6年2月
までに支給を開始する

ホームページ等
対象分野に関連しな
い

R5補正（地）

住民税均等割のみ課税世帯
への支援

（一体給付）
2 R5_予備 一体支援 ○ ○ ○

物価高騰対応重点支援給付
金（住民税均等割のみ課税世
帯分）【物価高騰対策給付金】

Ⅰ．物価高から国
民生活を守る

○ － 20,220 20,220 - - - 20,000 220 - - 

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所得の方々
の生活を維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費
③給付金額　　R５年度分の住民税均等割のみ課税世帯　200世帯×
100千円
事務費　　220千円
事務費の内容　　[需用費（事務用品等）　役務費（郵送料等）　業務委
託料　として支出]
④R５年度分の住民税均等割のみ課税世帯　（200世帯）

－ ○ － R6.3 R6.3 対象世帯に対して令和6年3月
までに支給を開始する

ホームページ等
対象分野に関連しな
い

R5補正（地）

こども加算
（一体給付）

3 R5_予備 一体支援 ○ ○ ○
物価高騰対応重点支援給付
金（こども加算分）【物価高騰

対策給付金】

Ⅰ．物価高から国
民生活を守る

○ － 8,220 8,220 - - - 8,000 220 - - 

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所得の方々
の生活を維持する。
②低所得世帯の子供への給付金及び事務費
③給付金額　　R５年度分の住民税非課税世帯の子供　100人×50千
円
R5年度分の住民税均等割のみ課税世帯の子供60人×50千円
事務費　　220千円
事務費の内容　　[需用費（事務用品等）　役務費（郵送料等）　業務委
託料　として支出]
④R５年度分の住民税非課税世帯の子供　（100人）、R５年度分の住民
税均等割のみ課税世帯の子供　（60人）

－ ○ － R6.3 R6.3 対象世帯に対して令和6年3月
までに支給を開始する

ホームページ等
対象分野に関連しな
い

R5補正（地）

新たに住民税非課税等とな
る世帯への支援

（一体給付）
4 - - - - - - 

調整給付
（一体給付）

5 - - - - - - 

給付支援サービス
（一体給付）

6 - - - - - - - 

住民税均等割非課税世帯等
への支援に係る本体分の事

業費
7 - - - - - - 

一体給付に係る本体分の事
業費

（上乗せ１・予備費）
8 - - - - - - - 

対

象

範

囲

外

住民税均等割非課税世帯等
への支援分の事業費
（上乗せ２・推奨分）

9 - - - - - 

10 R5_補正 推奨事業 ○ ○ ○ 燃料高騰対応中小企業等応
援金

Ⅰ．物価高から国
民生活を守る

○

⑦中小企業等
に対するエネ
ルギー価格高
騰対策支援

8,400 8,400 8,400 

①原油価格・物価高騰により経営に影響を受けている村内中小企業等
に応援金を支給することにより、事業継続を支援する。
②業種（事業区分）毎に条件に応じて応援金を一律支給。
③11.役務費（手数料）@2,000円／件＊100件＝200,000円（200千円）
18.負担金補助及び交付金
<区分1>一般貨物自動車運送業（事業用車両の稼働台数）
　50台以上：750千円×1事業者＝750千円、30台以上50台未満：　600
千円×2事業者＝1,200千円、10台以上30台未満：300千円×2事業者
＝600千円、10台未満：200千円×1事業者＝200千円
<区分2>自動車運転代行業（一律）
　100千円×2事業者＝200千円
<区分3>宿泊業（収容人数）
　50人以上：250千円×3事業者＝750千円、20人以上50人未満：150千
円×1事業者＝150千円、20人未満：50千円×0事業者＝0千円
<区分4＞その他業種（令和5年8月～令和5年12月のいずれかの月で
支払った光熱費（電気、ガス）、燃料費（ガソリン、軽油、灯油等）の合
計が、
　50万円以上：200千円×10事業者＝2,000千円、25万円以上50万円未
満：100千円×10事業者＝1,000千円、10万円以上25万円未満：50千円
×15事業者＝750千円、5万円以上10万円未満：30千円×20事業者＝
600千円　計8,400,000円（8,400千円）
④村内に本店を置く者で村内で事業を営んでいる者、又は村内に住所
を有する者で村内で事業を営んでいる者

－ － － R6.1 R6.3 対象事業者の事業継続100％ ホームページ等
運輸交通・物流・観
光事業者

R5補正（地）

11 R5_補正 推奨事業 ○ ○ ○ 畜産飼料高騰対策事業
Ⅰ．物価高から国

民生活を守る
○

⑥農林水産業
における物価
高騰対策支援

8,370 8,370 8,370 

①コロナ禍における飼料等の価格高騰により影響を受けた農業者への
負担軽減を図り、生産意欲向上、農業継続を目的とした支援を行う。
②飼料等の高騰分
③飼料：1件当たりの上限100万円
　　　　乳牛成牛   180頭×21,000円＝3,780,000円
　　　　乳牛育成牛  10頭×14,000円＝  140,000円
         肉牛成牛   300頭×12,000円＝3,600,000円
　　　　肉牛育成牛  50頭× 8,000円＝　400,000円
　　　　豚　 250頭× 1,800円＝  450,000円
        合計　8,370,000円
④飼料等　畜産業を営んでいる農業者

－ － － R6.1 R6.3 対象事業者の事業継続100％ ホームページ等 農林水産・食品分野 R5補正（地）

12 R5_補正 推奨事業 ○ ○ ○ 施設園芸燃油価格高騰対策
支援金

Ⅰ．物価高から国
民生活を守る

○
⑥農林水産業
における物価
高騰対策支援

800 800 800 

①コロナ禍における原油価格高騰対策として、ハウス等の加温施設を
活用した農業者に対し、燃油購入価格の上昇分の一部を支援すること
により、農業者の農業継続、農業経営の安定を図る。
②燃油価格の高騰分
③80,000L×10円（6事業者　価格上昇分20円の1/2）
④加温設備を有したハウス等の施設において、販売目的の農業経営を
行う農業者
・R4.10.1～R5.4.30に購入した燃油を対象とする。

－ － － R6.1 R6.3 対象事業者の事業継続100％ ホームページ等 農林水産・食品分野 R5補正（地）

国のR5予備費分（給付金・定額減税一体支援枠分）　事務費　交付限度額⑤

政策推進課

　

差

押

禁

止

法

の

対

象

範

囲

Ｎｏ

交付対象経費
(地方単独事業費)

国

の

予

算

年

度

対象外経費
に臨時交付
金を充当し
ていない

国のR5予備費分（給付支援サービス分）　交付限度額⑥

国のR5予備費分（給付金・定額減税一体支援枠分）　給付費　交付限度額④

臨時の措置であ
ることが分かる
事業名称として

いる

個人を対象と
した給付金等

地

方

単

独

事

業

国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　事務費　交付限度額③

Ｃ

枠

28,000                                                                                                   

440                                                                                                       

24,580                                                                                      

担当者氏名

918                                                                                                       

国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）
給付費　交付限度額②　（令和5年11月通知分）

エネルギー・
食料品価格等
の物価高騰の
影響を受けた
生活者等に対
して事業の効
果が直接及ぶ

国のR5予備費分（給付金・定額減税一体支援枠分）
事務費　交付限度額⑤　（令和5年12月通知分）

国のR5予備費分（給付支援サービス分）
交付限度額⑥　（令和●年●月通知分）

国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）
事務費　交付限度額③　（令和5年11月通知分）

国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）
事務費　交付限度額③　（令和6年1月通知分）

小計　交付限度額③

経済対策との関係

Ｂ２

稲葉洋貴

国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　給付費　交付限度額②

総務省

成果目標（可能な限り定量
的指標を設定）

440                                                                                                       

21,820                                                                                                   

-                                                                                                           

交付対象事業の名称 ⑨を選択した場合、より効果がある
と考える理由

32,130                                                                                                   

担当部局課名

-                                                                                              

令和５年度　物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金実施計画

32,780                                                                                                                              都道府県名

地方公共団体名

都道府県・市町村コード（５桁） 6,426                                                                                                                                

25,704                                                                                                                              

07322

25,704                                                                                                   

918                                                                                                       

国のR5補正予算分（推奨事業メニュー分）
交付限度額①　（令和5年11月通知分）

福島県

大玉村

                                                                                                           -

918                                                                                                                                  

国のR5補正予算分（推奨事業メニュー分）　交付限度額①

-                                                                                                           

-                                                                                                           

0243-24-8136

国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）
給付費　交付限度額②　（令和6年1月通知分）

seisakusuishinka@vill.otama.lg.jp

推奨事業メ
ニュー

特定事業者等
支援

129,980                                                                                                                            

小計　交付限度額② 32,130                                                                                                                              

備考3

-                                                                                                           

国のR5予備費分（給付金・定額減税一体支援枠分）
給付費　交付限度額④　（令和5年12月通知分）

59,560                                                                                                                              

8,200                                                                                                                                

実施状況の公表等について（HP,広報紙など）

備考1
(重点支援地方交付
金の追加を踏まえ
た各省庁の通知の
発出状況に定義さ
れている対象分野)

35,000                                                                                      

918                                                                                          

28,000                                                                                      

440                                                                                          

自治体での予算
区分

交付限度額計

-                                                                                                           

本省繰越希望額
（R5予備費により措置された給付金・定額減税一体支援枠分（給付費）

交付限度額④に係る希望額）

本省繰越希望額
（R5予備費により措置された給付金・定額減税一体支援枠分（事務費）

交付限度額⑤に係る希望額）

本省繰越希望額
（R5予備費により措置された給付支援サービス分　交付限度額⑥に係る希望額）

-                                                                                                                                      

※

事

務

連

絡

参

照

本省繰越希望額　（R5補正予算により措置された推奨事業メニュー分交付限度額①に係る希望額）
小計：自動計算分＋手動入力分　（交付限度額①を上限とする）

事業
終期

-                                                                                                                                      

本省繰越希望額
（R5補正予算により措置された低所得世帯支援枠分（事務費）交付限度額③に係る希望額）

230                                                                                                                                  

備考2

3,922                                                                                                                                

基金
事業
始期

10,960                                                                                                                              

総事業費

230                                                                                                                                  

4,362                                                                                                                                

1,148                                                                                                                                

Ｂ

83,308                                                                                                   

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

28,000                                                                                                   

Ｂ３

31,560                                                                                                                              

本省繰越希望額
（R5補正予算により措置された低所得世帯支援枠分（給付費）交付限度額②に係る希望額）

-                                                                                                                                      

2,760                                                                                                                                

21,820                                                                                                   

6,426                                                                                                     

-                                                                                                           

手動入力分

自動計算分
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Ａ

Ｂ１ Ｂ４

交付対象経費

国のR5補正予算分
（交付限度額①）
（推奨事業メニュー

分）

国のR5補正予算分
（交付限度額②）

（低所得世帯支援枠分）
給付費

国のR5補正予算分
（交付限度額③）

（低所得世帯支援枠分）
事務費

国のR5予備費
（交付限度額④）

（給付金・定額減税一
体支援枠分）　給付費

国のR5予備費
（交付限度額⑤）

（給付金・定額減税一
体支援枠分）　事務費

国のR5予備費
（交付限度額⑥）
（給付支援サービス

分）

その他
（一般財源や補助対象

外経費等）

Ｎｏ

国

の

予

算

年

度

対象外経費
に臨時交付
金を充当し
ていない

臨時の措置であ
ることが分かる
事業名称として

いる

個人を対象と
した給付金等

地

方

単

独

事

業

Ｃ

枠

エネルギー・
食料品価格等
の物価高騰の
影響を受けた
生活者等に対
して事業の効
果が直接及ぶ

経済対策との関係

Ｂ２
成果目標（可能な限り定量

的指標を設定）
交付対象事業の名称 ⑨を選択した場合、より効果がある

と考える理由

推奨事業メ
ニュー

特定事業者等
支援

備考3実施状況の公表等について（HP,広報紙など）

備考1
(重点支援地方交付
金の追加を踏まえ
た各省庁の通知の
発出状況に定義さ
れている対象分野)

自治体での予算
区分

事業
終期

備考2基金
事業
始期総事業費

Ｂ
事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

Ｂ３

13 R5_補正 推奨事業 ○ ○ ○ 果樹資材価格高騰対策支援
金

Ⅰ．物価高から国
民生活を守る

○
⑥農林水産業
における物価
高騰対策支援

250 250 250 

①資材価格高騰対策として、果樹生産に必要な資材を使用した果樹農
業者に対し、資材購入価格の上昇分の一部を支援することにより、農
業者の農業継続、農業経営の安定を図る。
②資材価格の高騰分
③500円×500a（4事業者　作付面積 5,000円/10a）
④販売目的の農業経営を行う農業者

－ － － R6.1 R6.3 対象事業者の事業継続100％ ホームページ等 農林水産・食品分野 R5補正（地）

14 R5_補正 推奨事業 ○ ○ ○ 大玉村プレミアム付商品券発
行事業補助金

Ⅰ．物価高から国
民生活を守る

○
③消費下支え

等を通じた生活
者支援

6,760 6,760 6,760 

①物価高騰対策による地元消費者の支援及び購買意欲拡大等による
地域経済の活性化を図るため、プレミアム付商品券を発行する。なお、
プレミアム付商品券は、2回（それぞれ最大1,000枚）発行し、10,000円
の購入に対して12,000円の商品券と引換（2割増）とする。
②村商業振興協同組合に対する事務委託料及びプレミアム付商品券
の無償提供分　等
③10.需用費（消耗品費）　事務消耗品等　10,000円
12.委託料（その他委託料）　2,500,000円×1.1＝2,750,000円
18.負担金補助及び交付金　プレミアム分　2,000円×1,000枚×2回＝
4,000,000円
計6,760,000円
④大玉村内にお住まいの方

－ － － R6.3 R6.3 発行枚数の90%以上の換金実
績

ホームページ等
対象分野に関連しな
い

R5補正（地）


